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本
山
町
営
住
宅
入
居
者
公
募
の
お
知
ら
せ  

「
吉
野
第
２
団
地
」 

本
山
町
公
営
住
宅
「
吉
野
第
２
団
地
」
の
入
居
者
を
次
の
と

お
り
公
募
し
ま
す
。 

〇
住
宅
の
所
在
地 

本
山
町
吉
野
４
０
６
番
地
１ 

〇
公
募
戸
数 

１
戸
（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
3
階
建
） 

〇
間
取
り 

和
室
（
６
畳
２
室
）、
洋
室
（
約
６
畳
１
室
）、 

Ｌ
Ｄ
Ｋ
（
約
９
畳
）、
ト
イ
レ
（
洋
式
水
洗
）、 

浴
室
、
駐
車
場
（
１
台
分
）、
物
置
他 

〇
家
賃
・
敷
金 

等 

家 

賃 

１
５
，
６
０
０
円
～
（
所
得
月
額
よ
り
算
定
） 

敷 

金 

家
賃
３
ヵ
月
分 

共
益
費 

浄
化
槽
及
び
街
灯
管
理
費
用
等
あ
り 

 

「
地
主
脇
住
宅
」 

本
山
町
一
般
住
宅
「
地
主
脇
住
宅
」
の
入
居
者
を
次
の
と
お

り
公
募
し
ま
す
。 

〇
住
宅
の
所
在
地 

本
山
町
本
山
４
５
６
番
地
１ 

〇
公
募
戸
数 

３
戸
（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
2
階
建
） 

〇
間
取
り 

和
室
（
６
畳
２
室
）、
洋
室
（
６
畳
２
室
）、
台
所
、 

浴
室
、
ト
イ
レ
（
和
式
水
洗
）、 

駐
車
場
（
１
台
分
） 

〇
家
賃
・
敷
金 

等 

家 

賃 

２
５
，
５
０
０
円 

敷 

金 

家
賃
３
ヵ
月
分 

 

○
住
宅
入
居
者
の
資
格 

・
居
住
す
る
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
者
、
又 

は
そ
の
者
と
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
が
あ
る
者
。 

・
所
得
月
額
が
15
万
８
千
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。（
た
だ
し
、

高
齢
者
、障
害
者
又
は
災
害
に
よ
る
場
合
は
21
万
４
千
円
以

下
）
所
得
月
額
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
、
所
得
の
種
類
、

家
族
構
成
等
に
よ
り
異
な
り
ま
す
の
で
、
詳
細
は
、
お
問
い

合
わ
せ
下
さ
い
。 

・
税
等
の
滞
納
が
な
い
こ
と
。 

・
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と
。 

○
申
込
方
法 

役
場
総
務
課
備
付
「
本
山
町
営
住
宅
申
込
書
」
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
同
居
し
よ
う
と
す
る
親
族
全
員
の
住
民
票
、
所
得

金
額
の
証
明
書
（
源
泉
徴
収
票
の
写
し
等
）
を
添
付
し
て
、
役

場
総
務
課
へ
提
出
し
て
下
さ
い
。 

○
申
し
込
み
期
限 

５
月
10
日
（
金
）
ま
で 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

総
務
課 

 
 

電
話 

76-

２
２
２
３ 

 
く
ら
し
の
悩
み
ご
と
相
談
所
の 

開
設
に
つ
い
て  

 

弁
護
士
・
司
法
書
士
資
格
者
に
よ
る
悩
み
事
相
談
所
を
開
設

し
ま
す
。
家
庭
や
職
場
、
地
域
社
会
に
お
け
る
差
別
待
遇
、
セ

ク
ハ
ラ
、
Ｄ
Ｖ
、
い
じ
め
等
の
人
権
問
題
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る

相
談
に
応
じ
ま
す
。秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。相
談
は
無
料
で
す
。 

〇
日 

時 

５
月
30
日
（
木
） 

午
前
10
時 

～ 

正
午
・
午
後
1
時 

～
4
時 

〇
場 

所 

高
知
よ
さ
こ
い
咲
都
合
同
庁
舎
９
階 

（
高
知
市
栄
田
町
２-

２-

１
０
） 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
※
事
前
予
約
制
で
す
。 

高
知
地
方
法
務
局 

人
権
擁
護
課 

電
話 

０
８
８-

８
２
２-

３
５
０
５ 

人
権
擁
護
委
員
制
度
を
御
存
知
で
す
か
？  

６
月
１
日
は
人
権
擁
護
委
員
法
が  

施
行
さ
れ
た
日
で
す
。 

 

「
人
権
」
と
は
、
「
人
が
幸
せ
に
生
活
す
る
た
め
に
必
要

な
権
利
」
で
す
。 

 

人
権
擁
護
委
員
は
、
地
域
住
民
の
皆
さ
ん
が
、
人
権
に
つ

い
て
関
心
を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
啓
発
活
動
を
行
っ
た

り
、
法
務
局
や
市
役
所
な
ど
の
公
共
施
設
、
家
庭
や
職
場
内

に
お
け
る
問
題
セ
ク
ハ
ラ
・
Ｄ
Ｖ
・
い
じ
め
等
の
人
権
問
題

に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。 

相
談
は
，

無
料
で
あ
り
，
秘
密
厳
守
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
，
一
人
で

悩
ま
ず
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

６
月
１
日
の
「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」
に
合
わ
せ
て
，
本

山
町
で
も
「 

特
設
人
権
相
談
所
」
を
開
設
し
ま
す
。 

〇
場 

所 

本
山
町
役
場
一
階 

住
民
相
談
室 

〇
日 

時 

6
月
3
日
（
月
） 

午
前
10
時
～
午
後
3
時 

〇
本
山
町
の
人
権
擁
護
委
員 

 
 

 

川
村 

泰
久 

 
 

 

須
賀 

香
世 

 
 

 

永
野 

栄
一 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

住
民
生
活
課 

 
 

電
話 

76-

２
１
１
３ 

   
 

 
 

 
 

 
 

本
山
町
行
政
連
絡 

 
 

 
 

 
編
集
・
発
行 

本
山
町
役
場 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
隔
週
水
曜
日
発
行
】 

第 1007号  



       令和元（20１9）年 5月 8日（2） 

 

 

高
知
県
メ
ス
猫
不
妊
手
術  

推
進
事
業
の
お
知
ら
せ 

 
 

高
知
県
で
は
、メ
ス
猫
の
不
妊
手
術
費
用
の
一
部
を
負
担
す

る
こ
と
で
、猫
の
不
必
要
な
繁
殖
及
び
飼
い
主
の
い
な
い
猫
の

増
加
を
抑
え
、や
む
を
得
ず
殺
処
分
さ
れ
る
猫
を
な
く
す
活
動

に
取
組
ん
で
い
ま
す
。 

〇
対
象
猫 

・
県
内
に
居
住
し
、
県
内
で
飼
育
し
て
い
る
メ
ス
猫 

・
県
内
で
生
息
す
る
飼
い
主
の
い
な
い
メ
ス
猫
の
う
ち
、
申
請

者
が
糞
尿
汚
染
等
か
ら
地
域
環
境
を
保
全
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
捕
獲
し
た
猫 

〇
高
知
県
が
負
担
す
る
額 

・
飼
い
猫 

１
匹
に
つ
き
６
，
０
０
０
円 

・
飼
い
主
の
い
な
い
猫 

１
匹
に
つ
き
１
０
，
０
０
０
円 

〇
申
請
書
配
布
場
所 

県
内
の
高
知
県
福
祉
保
健
所
、
県
庁
食
品
・
衛
生
課 

（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
請
書
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
） 

〇
申
請
書
受
付
期
間 

４
月
10
日
（
水
）
～ 

令
和
２
年
２
月
28
日
（
金
） 

※
受
付
期
間
中
に
予
算
が
な
く
な
っ
た
場
合
、
受
付
終
了 

※
申
請
状
況
に
よ
っ
て
は
キ
ャ
ン
セ
ル
待
ち 

〇
注
意
事
項 

・
こ
れ
か
ら
不
妊
手
術
を
し
よ
う
と
す
る
メ
ス
猫
が
対
象
で
す
。 

・
飼
い
主
の
い
な
い
猫
は
、
不
妊
手
術
済
み
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
よ
う
、
手
術
時
に
耳
を
Ｖ
字
に
カ
ッ
ト
さ
れ
ま
す
。 

・
申
請
書
は
、
必
ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。 

・
不
妊
手
術
は
、
高
知
県
が
指
定
す
る
動
物
病
院
で
実
施
し
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
本
山
町
健
康
福
祉
課
で
も
把
握
し
て
い

ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
】 

高
知
県 

健
康
政
策
部 

食
品
・
衛
生
課 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話 

０
８
８-

８
２
３-

９
６
７
３ 

高
知
県
中
央
東
福
祉
保
健
所 

電
話 

０
８
８
７-

５
３-

３
１
９
０ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

０
８
８
７-

５
３-

３
１
７
１

本
山
町
健
康
福
祉
課 

電
話 

70-

１
０
６
０ 

 

毎
月
第
３
金
曜
日
は
、
高
知
地
方
裁
判
所  

民
事
・
家
事
相
談
の
実
施
日
で
す 

 
 

高
知
地
方
裁
判
所
職
員
に
よ
る
「
民
事
・
家
事
相
談
」
を
実

施
し
ま
す
の
で
、
日
頃
よ
り
心
配
事
や
悩
み
事
が
あ
り
ま
し
た

ら
、
こ
の
機
会
に
民
事
・
家
事
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
相
談
は
事
前
予
約
制
（
相
談
日
の
１
週
間
前
ま
で
）

で
す
。
必
ず
、
電
話
等
で
予
約
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。 

○
日 

時 

5
月
17
日
（
金
） 

午
後
1
時 

～ 

午
後
3
時
30
分 

（
相
談
時
間
は
、
1
組
あ
た
り
30
分
で
す
。） 

○
場 

所 

役
場
1
階 

町
民
相
談
室 

【
事
前
予
約
連
絡
先
】 

総
務
課 

 
 

電
話 

76-

２
２
２
３ 

 

毎
月
第
３
木
曜
日
は
行
政
相
談
の
日
で
す  

行
政
相
談
員
は
、
国
・
県
・
市
町
村
が
行
っ
て
い
る
仕
事
に

対
す
る
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
苦
情
や
意
見
・
要
望
を
受
け
、

そ
の
解
決
や
実
現
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。 

相
談
は
、
委
員
の
自
宅
で
受
け
付
け
る
ほ
か
、
毎
月
第
3
木

曜
日
に
町
役
場
で
定
期
的
に
開
催
さ
れ
る
行
政
相
談
所
で
も
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

〇
日 

時 

5
月
16
日
（
木
） 

午
前
10
時 

～ 

正
午 

〇
場 

所 

役
場
1
階 

町
民
相
談
室 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

 

行
政
相
談
員 

曽
我
部 

巧 

自
宅
／
本
山
町
本
山
３
１
３
番
地
８ 

電
話
76-

２
６
８
７ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

心
の
健
康
相
談
に
つ
い
て  

「
心
の
健
康
に
関
す
る
様
々
な
悩
み
」
に
つ
い
て
、
精
神

科
嘱
託
医
師
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配
慮

し
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
す
。 

〇
場 

所 

高
知
県
中
央
東
福
祉
保
健
所 

※
前
日
ま
で
に
予
約
が
必
要
で
す
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

高
知
県
中
央
東
福
祉
保
健
所 

健
康
障
害
課  

 
 

電
話 

０
８
８
７-

５
３-

３
１
７
３ 

3
月
16
日
（
月
） 

2
月
20
日
（
木
） 

令
和
2
年 

1
月
23
日
（
木
） 

12
月
19
日
（
木
） 

11
月
18
日
（
月
） 

10
月
24
日
（
木
） 

9
月
20
日
（
金
） 

7
月
18
日
（
木
） 

6
月
24
日
（
月
） 

令
和
元
年 

5
月
16
日
（
木
） 

相
談
日 

     

午
後
1
時
30
分 

～ 

午
後
4
時
30
分 

午
後
2
時 

～ 

午
後
5
時 

午
後
1
時
30
分 

～ 

午
後
4
時
30
分 

 

時 

間 


